
ハイパーメディカル
（医療補償事務所加入プラン）

該当項目の□欄に　　を入れて共済会あてにFAXまたは郵送願います

□ ハイパーメディカル（医療補償事務所加入プラン）

男・女 年　　  月　　  日生お名前 性別 生年
月日

通信先

電話

事務所名

FAX 税理士
登録番号

フリガナ

日中通話可能な番号をご記入ください

職員の方は事業主の登録番号をご記入ください

〒
事務所

自宅

FAX 03-5740-0323 お送りいただいた個人情報は日本税理士共済会個人情報取扱基準に基づき
厳正に管理し、今回の募集等共済会運営に必要な範囲で使用いたします。

税理士
職　員

昭和

平成

所属
会名

税理士会

支部

資料請求

税理士団体保障・選べる医療保障マイセレクト・所得補償・団体介護保障のお申込は同封の
申込書に必要事項を記入し、返信用封筒にて郵送願います。

〒141-0032　東京都品川区大崎1-11-8 日本税理士会館5F
TEL.03-5740-0321 FAX.03-5740-0323
e-mail jim@zeirishikyosai.com  URL  http://www.zeirishikyosai.com

日本税理士共済会の
福利厚生サービス

お一人様 会費月額500円 (税込・年間6,000円) で
企業等が導入している福利厚生と同様のメニューを会員価格（割引）で
利用できるサービスです。

詳しくは… 「会員専用ホームページ（体験版）」をご参照ください。

https://www.welbox.com/ （照会はできますが予約はできません）

会員番号
 0040-0110

パスワード
 020701   ログイン

税理士事務所や税理士法人でかける医療補償
大切な職員の方が、安心して治療と仕事を両立するための支援制度、
それがハイパーメディカルです。
貴社の業務に従事する方（所長・代表社員・従業員等）を無記名で補償

お申込・資料のご請求は、下の資料請求フォームにご記入の上、FAX送信願います。
取扱代理店より詳細資料を送付します。

ハイパーメディカル
業務災害総合保険（業務災害補償特約、フルタイム補償特約、疾病入院補償特約、がん通院治療費用支援特約（拡張型）、

地震・噴火・津波危険補償特約、使用者賠償責任補償特約　等セット）
プラス

団体契約(事業者数割引適用)

令和8年4月1日、労働施策総合推進法が改正（＊1）され

「治療と仕事の両立支援」が事業主の努力義務になります！

2026年03月版

～ハイパーメディカルプラスの特長～

① 個別告知は不要で、所長、代表社員、従業員の方を無記名で補償します。(*1)

② 保険料は年令･性別に関わりなく、貴社の事業内容および売上高により決定します。

③ 病気入院やがんの通院治療による公的医療保険制度の一部負担金(*2)､先進医療などの費用、

差額ベッド代など実際に負担した治療費用を補償します。

(*1)保険期間が始まる前または補償対象者となる前（入社前など）に既に発病していた病気は補償の対象とはなりません。また、病気を補償する特約

およびフルタイム補償特約については、事業主、常勤(*3)の法人役員、社員、常勤(*3)のパート・アルバイトの方が対象となります。

(*2)公的医療保険の高額療養費、付加給付を差し引いた額をお支払いします。

(*3)常勤とは、ケガまたは病気を被った時の直前6か月間における、週あたりの平均労働日数が3日以上、かつ週あたりの

平均労働時間が15時間以上に該当する場合をいいます。
■裏面『雇用リスクの補償』は税理士法人や家族従業員以外を雇用している税理士事務所の経営者のみなさまは必見です。

※治療の一例であり、治療方法や実際の費用については症状・治療時期などにより異なります。

※治療費は患者の自己負担額（高額療養費制度（＊2）適用後の自己負担額）です。

※個室を選択した場合は、差額ベッド代がかかります。 

区分 期間 治療費合計

経過検査による通院でがんと診断抗がん剤治療
化学療法による通院

腹腔鏡下直腸切除術 ⇒人工肛門経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術化学療法による通院

6日間 57,020円16日間 212,320円3日間 87,750円3日間 84,900円2日間 44,400円2日間 44,400円2日間 44,400円3日間 27,820円26日間 240,500円入院
入院

入院

25日間 245,170円4日間 44,400円通院
通院

通院
通院
通院
通院
通院
通院

通院

3日間 44,400円

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

 

がんは医療技術の進歩で「治る・共存
する」病気になりましたが、治療が
長期化しやすく、高額療養費制度（＊2）
を利用しても、高額な治療費の負担
がかかる場合があります。

事業主には、疾病等の理由により治療を受ける

従業員について、治療と仕事の両立を支援する

ための相談に応じたり、適切に対応するために

必要な体制の整備を講ずるよう努めることが

求められています。（＊1）出典：厚生労働省「令和７年の労働施策の総合的な推進

並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に

関する法律（労働施策総合推進法）等の一部改正について」

がん治療でかかる自己負担額事例

（＊2）高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、月の1日～末日において

一定額を超えた場合に医療費の自己負担額が過重なものとならないよう、医療費の自己

負担に限度額を設けた仕組みです。自己負担限度額は年齢や収入により異なります。 

また、食事療養標準負担額や差額ベッド代、先進医療の技術料などは高額療養費制度の

対象となりません。

割引20%適用2025年7月1日から2026年7月1日まで※加入事業者数100社以上の場合

1人あたりの保険料ではありません。
所長、代表社員、全従業員を対象とした
全員加入の保険料です。
ご契約例：税理士業／年間売上高4,000万円

事業者数割引20％適用の場合の毎月の保険料

（注）業種、年間売上高、加入事業者数により保険料は変わります。
（保険期間1年／2025年7月1日現在）

15,64015,64015,64015,640

『福利厚生』と『企業防衛』の決定版が１事務所月々わずか

（裏面プランB／地震・噴火・津波危険補償なし）

入院計 697,990円 通院計４７９，４９０円

40代 男性 年収500万円 直腸がんの場合
腹腔鏡下直腸切除術と抗がん剤治療に
かかる医療費の想定事例です。 合計1,177,480円

プラス

ハイパーメディカル資料請求書

詳しくは同封の
パンフレットを
ご覧ください

からのお知らせ
2026
March

死亡と高度障害を保障

税理士団体保障
130万円～4,000万円までの11種類の金額より
保障額の選択が可能
天災を含む災害割増特約付

要介護２以上を保障

団体介護保障
保障額の選択が可能
本　人 400万円・600万円・800万円・1,000万円
配偶者 400万円・600万円・800万円
それぞれの実父母 100万円・200万円  

入院・手術・死亡を保障

選べる医療保障マイセレクト

がん・女性疾病重点保障プラン等  オプション様々

就業不能中の収入源の備え

所得補償
うつ病や認知症での就業不能も補償対象

充実のがん通院補償

ハイパーメディカル
（医療補償事務所加入プラン）

プラス
モバイルサイトは

こちら➡

新規募集が
はじまりました！！
新規募集が
はじまりました！！
新規募集が
はじまりました！！

共済会だよりDM2026年3月号(B)  表



共済会ではその他、このような制度を
取り扱っております。

次回募集は2026年夏DMで！

独自の見舞金制度

同じ仕事をしている「なかま」だからこその助け合い「見舞金」

　昭和 28年、西日本を襲った豪雨災害の被災税理士の救済をきっかけに日本税理士会連合会の内部組織として産声
をあげたのが「日本税理士共済会」です。
　創立記念日の10月26日は「税理士相互扶助の日」として記念日登録されています。
　創立以来の助け合い制度で、共済会の制度に加入されている税理士・専従者・事務所職員が自然災害で被災した場合、
お見舞金を支給します。

　税理士が無料税務相談等の会務従事中に、病気を原因としてお亡くなりになられた場合など、損害保険では支払対
象外となる事由が発生した場合に、所属の税理士会が会員に対し見舞金を支給するときに、日本税理士共済会が支援
する制度です。この制度は、加入者以外の税理士にも何か支援が出来ないかとの趣旨で発足した制度です。

災害見舞金制度

会務従事者見舞金支援制度

（きょうこ）

おしどり保障

個人年金 旧個人年金保険料控除適用

別途積増金制度有

● 税理士本人と配偶者、親が加入できます。
● 生活介護保険金は要介護 2以上で支払われ、受取方法は一時金か年金の選択ができます。

団体介護保障 税理士業界初の
団体型介護保険

● 税理士・事務所職員の方、および本人の加入を前提に配偶者・こどもが加入できます。
● 基本保障は1泊2日以上の入院、手術、死亡が支払対象です。

● 入院給付金は通算1,095日までお支払いいたします。
● 1年更新。新規加入は69歳まで、74歳まで継続可能です。

 

選べる医療保障 選べるオプションが
5種類！

マイ
セレクト

● 税理士・事務所職員の方、および税理士の配偶者（専従者・家事従事者）が加入できます。
●

 

免責期間は 4日間。ただし入院による就業不能は入院１日目からお支払いいたします。

所得補償 うつ病や認知症での
就業不能も補償

2026年度版

お申し込み／お問い合わせは

〒141-0032　東京都品川区大崎1-11-8 日本税理士会館5F
TEL.03-5740-0321 FAX.03-5740-0323

意向確認のお願い
＊ご加入前にパンフレットに記載の「契約概要・注意喚起情報」を必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ
お申込みいただきますようお願いいたします。

この保険は、所定の要生活介護状態に該当した場合の介護保障を目的とする保険期間１年、保険料掛け捨て型
の生命保険で、当パンフレットに記載の保険金額からお申込みいただけます。
保障内容・保険金額・保険料等がご意向に沿った内容となっているか、お申込前にご確認をお願いします。

■申込方法　　　同封の団体介護保障加入申込書に必要事項をご記入・ご押印の上、日本税理士共済会宛にお送り
　　　　　　　ください。
■申込書提出先　日本税理士共済会
■効力発生日　　2026年8月1日

日本税理士共済会の

団体介護保障
【生活介護保険特約（親型）・年金払特約付団体生活介護保険】

e-mail  jim@zeirishikyosai.com　URL  http://www.zeirishikyosai.com

●親の介護特約
ご両親の介護に対する経済的負担を軽減できます。
ご両親が遠隔地にお住まいの場合、本人（主たる被保険者）が代理して記入・告知等の
手続きが可能です。

●保険金の一時金受取
生活介護保険金は一時金で受け取ることができ、介護の初期費用に充当すること
ができます。（年金で受け取ることもできます）

申込締切日

2026年5月8日（金）必着

制度の特長

●要生活介護状態を保障
公的介護保険制度の「要介護２以上」に認定された場合、または引受保険会社所定
の要生活介護状態が１８０日継続した場合、生活介護保険金が支払われます。

※ご請求には太陽生命保険所定の診断書が必要となります。

_06GHY_a01_日本税理士共済会の団体介護保険（本募集）_情報_2602_cc24.indd   1 2025/12/05   12:25

税理士・職員・ご家族のための

日本税理士共済会の
選べる医療保障

マイセレクト
無配当医療保障保険（団体型）＊団体保障にご加入いただいていない方もご加入いただけます。

ー募集のご案内ー

■申込方法　　　同封の〈2026年度 選べる「医療保障」マイセレクト申込書兼告知書〉に必要事項を
　　　　　　　　ご記入・ご押印いただき、返信用封筒で共済会宛にお送りください。
■申込書提出先　日本税理士共済会

●病気やけがによる入院・手術・死亡を保障
　さらにご自身のニーズに合わせてさまざまなオプションを追加することができます
●1泊2日以上の入院から対象で、1入院1,004日、通算1,095日まで保障
　 入院給付金日額は基本保障1口あたり5,000円、最高3口（15,000円）まで加入できます
●本人の加入を前提に、配偶者・こどもの加入が可能
●保険期間は1年間（2026年8月5日～ 2027年8月4日）
　毎年見直せる掛け捨て保険でライフプランに合った保障を準備できます

大樹－KB－2025－747

申込締切日
2026年  5月   8 日（金）
2026年  9 月 10 日（木）
2026年 12月 10 日（木）
2027年  3 月 10 日（水）

第 1期
第 2期
第 3期
第 4期

責任開始期
2026年  8 月  5 日
2026年 11 月  5 日
2027年  2 月  5 日
2027年  5 月  5 日

中途
加入

〒141-0032　東京都品川区大崎 1-11-8 日本税理士会館 5F

TEL.03-5740-0321 FAX.03-5740-0323
e-mail jim@zeirishikyosai.com  URL  http://www.zeirishikyosai.com

「無配当医療保障保険（団体型）」へのご加入に際しまして、申込者さまのご意向（ニーズ）に合致し
ているかのご確認をお願いいたします。以下の「ご確認事項」をご確認のうえ、お手続きください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　ご確認事項　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この保険は、病気やけがによる所定の入院等の保障を主な目的とする生命保険です。「特に重要な
お知らせ（契約概要）」、「特に重要なお知らせ（注意喚起情報）」ならびに「当パンフレット」に記載さ
れているこの保険商品の保障内容等（主に以下の内容）について申込者さま全員（配偶者・こども含
む）のご意向（ニーズ）に合致しているかをご確認のうえ、お申し込みください。
□ 保障内容（目的とする給付事由が含まれていますか）
□ 保険期間（目的とする期間の保障となっていますか）
□ 負担金（負担金の水準、払込方法、払込期間はニーズに合致していますか） 
□ 配当金（配当金のない商品です。ニーズに合致していますか）
□ 保障額（保険金額、給付金額は必要な金額となっていますか）

ご意向（ニーズ）確認のお願い

お申し込み／お問い合わせは

2026年度版

新規加入および増額申込み以降で、責任開始期までに告知に該当する事項が生じた場合には、
告知書の提出が必要となります。（詳細は「特に重要なお知らせ（注意喚起情報）」をご参照ください。）

金融庁の
公的保険ポータルは

こちら

保険加入に際しましては、ライフプランや公的保険制度等もふまえ、ご自身の
抱えるリスクやそれに応じた保障の必要性をご理解いただきご検討ください。

キ
ド

キ
ド

Cセットに加入していた
おかげで6０万円の保険金が

受け取れたわ！ 「所得補償保険」
に加入していて
よかったね！！

そういえば！！
日本税理士共済会の「所得補償保険」

に入っていたよね！
保険金について
連絡してみましょう！！

脳卒中です。
幸い命に別状はないですが、
2か月の入院が必要です。

休日はゆっくり
過ごすに
限るなあ… うっ！！

あ！あなた！
どうしたの！？

病院にて

自宅にて

２か月の入院・手術・リハビリが
必要みたいで仕事もできないよ。 家計が

大変だわ…

日本税理士共済会の

お申込み／お問合わせは

e-mail  jim@zeirishikyosai.com    URL  http://www.zeirishikyosai.com

このカラーパンフレットには「2026年度版  日本税理士共済会の所得補償保険」別冊がついています。
あわせてお読みください。

ご加入（ご継続）いただくための要件を満たしているか
（５ページの●お申込みいただける方（申込人）●ご加入いただける方（被保険者））を必ずご確認ください。

2026年度版

■申込方法 同封の「所得補償保険加入申込票 兼 健康状況告知書」に必要事項をご記入の
うえ、返信用封筒にて日本税理士共済会宛にお送りください。

■申込票提出先 日本税理士共済会
■保険期間 2026年８月５日 午後４時から2027年８月５日 午後４時まで １年間
■申込締切日 2026年５月8日（金）
■中途加入の場合 年3回可能です（詳細は5ページをご覧ください）

〒141-0032  東京都品川区大崎1-11-8 日本税理士会館 5F
TEL.03-5740-0321  FAX.03-5740-0323

所得補償保険
日本税理士共済会の

― 病気やケガで仕事ができなくなった場合の収入をカバーします ― 

20％
団体割引

54

制度の内容と取扱い
●お申込みいただける方（申込人）
税理士、税理士の配偶者（専従者および家事従事者）、税理士事務所・税理士法人・税理士関連団体の職員の方

●ご加入いただける方（被保険者）
次の条件を満たす方となります。
①税理士、税理士の配偶者（専従者および家事従事者）、税理士事務所・税理士法人・税理士関連団体の職員の方
②現在就業されている方で、保険始期（2026年8月5日）時点で、満15才以上69才以下の方
※税理士、税理士の配偶者（専従者）、税理士事務所・税理士法人・税理士関連団体の職員の方は８４才まで継続して加入できます。（一部セットを除く）
※税理士の配偶者(家事従事者)の方は、７０才まで継続して加入できます。
③健康に関する告知の結果、ご加入できると判定された方
（注意）税理士を廃業した場合、税理士事務所・税理士法人・税理士関連団体を退職された場合、
　　　その他上記の加入要件を満たさない方は新規ご加入／ご継続いただけません。

●保険始期・保険期間
・保 険 始 期 2026年8月5日 午後4時
・保 険 期 間  1年間　　2026年8月5日 午後4時から2027年8月5日 午後4時まで〈毎年自動更新〉
◆この保険の保険期間は1年間となります。保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させてい
ただくことがあります。あらかじめご了承ください。
◆引受保険会社が、普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続
契約につきましては、その始期日における普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続
契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。

●中途加入
・契約更新は年1回（8月5日）、中途加入は年3回可能です（下表をご参照ください。）。

●加入方法
「所得補償保険加入申込票兼健康状況告知書」に必要事項を記入し、ご署名のうえ、指定期日までに日本税理士共済会宛に
お送りください。

●払込方法
年4回（7月・10月・1月・4月各月の23日 ＊営業休日の場合翌営業日）ご指定口座からの自動振替払となります。
加入申込票受付後「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」をお送りいたします。

●税法上の取扱い（2025年1２月現在）
・払い込んでいただく保険料は生命保険料控除のうち介護医療保険料控除の対象となり、所得税について最高４０,０００円まで、
住民税について最高２８,０００円までが毎年の課税対象額から控除されます。
（注）なお、この取扱いは今後の税制改正によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。
・所得補償保険の保険金は、身体の障害に基因して支払いを受ける保険金に該当するので非課税です。

＊ 第2・3・4期は中途加入扱いとなり、
 保険期間の終期はすべて
 2027年8月5日 午後4時となります。
 以後、2027年8月5日より1年毎に
自動更新します。

申込締切日

2027年
8月5日
午後4時
＊毎年自動更新

保険始期日（補償開始日） 保険終期

中
途
加
入

 第1期  2026年　 5月8日（金）  2026年 8月 5日 午後4時
 第2期  2026年　 9月10日（木）  2026年 11月 5日 午前0時
 第3期  2026年　 １２月10日（木）  2027年 2月 5日 午前0時
 第4期  2027年　 3月10日（水）  2027年 5月 5日 午前0時

代理店・扱者：〈幹事〉 株式会社 日税共済 
 東京都品川区大崎1-11-8日本税理士会館5F
 TEL ：03-5740-0321

引受保険会社：三井住友海上火災保険株式会社 
広域法人部営業第一課
東京都中央区日本橋３-５-19
TEL：03-6877-5310

～よくある質問～
Ｑ1． どのような場合に保険金が受け取れますか？
Ａ1． 病気やケガ等により、「就業不能」と医師に診断され、免責期間を超えてその状態が継続した場合に、
 保険金をお支払いします。 ※入院による就業不能の場合は、1日目より保険金をお支払いします。

Ｑ2． 保険金額の設定はどのようにすればよろしいでしょうか？
Ａ2． 【平均月間所得額】の70％を目安に設定いただきます。 
 ※就業不能にかかわらず得られる年金、利子、配当、不動産賃貸料などは平均月間所得額に含めることはできません。

Ｑ3． 申込票（ＳＴＥＰ２）を書き間違えたので訂正したいのですがどうすればいいですか？
Ａ3． 訂正箇所を二重線で削除し【訂正署名】のうえ、正しい内容をご記入ください。

保険金のお受取額は以下のとおりです。

所得補償保険金額30万円× ＝12万円
30日

お支払いする
保険金額です。

入院
5月1日 退院

表示の金額は一例です。

所得補償保険金の
支払対象期間

働くことができなかった期間（6か月と12日）

●入院による就業不能については、1日目より保険金をお支払いします。

※1か月未満の端日数が生じた場合は、
　1か月を30日とした日割計算により
　保険金の額を決定します。

12日分4日 6か月

55才男性が、保険期間中
に地震の被害でケガをして
5月1日から入院し、退院
後、11月12日まで医師の
治療を受けながら自宅療養
した場合

1か月目 2か月目 3か月目 4か月目 5か月目 6か月目 12日分 所得補償保険金

合計

192
万円

2026/8/5 2027/8/5
保険期間

12日

免責期間

●てん補期間：1年間  ●免責期間：4日間  ●所得補償保険金額：30万円（月額）ご加入例（Cセットの場合）

仕事に復帰
11月13日

保険金のお受取額は以下のとおりです。

所得補償保険金額10万円× ＝4万円
30日

お支払いする
保険金額です。

入院
5月1日 退院

表示の金額は一例です。

所得補償保険金の
支払対象期間

働くことができなかった期間（6か月と12日）

●入院による就業不能については、1日目より保険金をお支払いします。

※1か月未満の端日数が生じた場合は、
　1か月を30日とした日割計算により
　保険金の額を決定します。

12日分4日 6か月

45才男性が、保険期間中
に脳梗塞で5月1日から入
院し、退院後、11月12日ま
で医師の治療を受けながら
自宅療養した場合

1か月目 2か月目 3か月目 4か月目 5か月目 6か月目 12日分 所得補償保険金

月額

10
万円

月額

10
万円

月額

10
万円

月額

10
万円

月額

10
万円

月額

10
万円

4
万円

※ 合計

64
万円

2026/8/5 2027/8/5
保険期間

12日

免責期間

●てん補期間：1年間  ●免責期間：4日間  ●所得補償保険金額：10万円（月額）ご加入例（Aセットの場合）

仕事に復帰
11月13日

A25-101749　承認年月　2026年1月

月額

30
万円

月額

30
万円

月額

30
万円

月額

30
万円

月額

30
万円

月額

30
万円

12
万円

※

● 税理士・所属税理士・事務所職員の方が事務所全体でも個人単位でも加入できます。
● 配分金（配当金）あり。天災含む災害割増特約付の保障となります。 
● 1年更新。新規加入は70歳（保険年齢 ※パンフレット参照）まで、最長80歳まで継続が
    できます。 

税理士団体保障 災害死亡（高度障害）の場合、
最高6,000万円の保障！

 募集中!

5/8（金）締切

 募集中!

5/8（金）締切

 募集中!

5/8（金）締切

 募集中!

5/8（金）締切

●個人単位でご加入いただけます。

●保険期間は1年間（2026年8月5日～ 2027年8月4日）
　毎年見直せる掛け捨て保険でライフプランに合った保障を準備できます。
　中途加入の場合、本年度の保険終期は2027年8月4日です。
　次年度更新以降の保険期間は 1年間となります。

●「配分金」（配当金）払戻し
　 1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金としてお支払いします。

配当金はご加入者数、加入率、支払保険金額の多少、引受保険会社の決算等により毎年変動します
ので、将来のお支払いをお約束するものではありません。

大樹－KB－2025 －765
〒141-0032　東京都品川区大崎 1-11-8 日本税理士会館 5F

TEL.03-5740-0321 FAX.03-5740-0323
e-mail jim@zeirishikyosai.com  URL  http://www.zeirishikyosai.com

2026年度版

■申込方法　　　同封の「団体保障」申込書に必要事項ご記入のうえ、共済会宛にお送りください。
■申込書提出先　日本税理士共済会

お申し込み／お問い合わせは

●弔慰金（死亡保険金）・高度障がい保険金
　病気死亡（高度障がい）時 最高4,000万円保障
　災害死亡（高度障がい）時 最高6,000万円保障

                                  　　　　　　　　　　　（病気死亡時の5割増の保障）

申込締切日

2026年  5 月  8 日（金）必着
2026年  9 月 10 日（木）必着
2026年 12 月 10 日（木）必着
2027年  3 月 10 日（水）必着

第 1期

第 2期

第 3期

第 4期

責任開始期

2026年  8 月  5 日

2026年 11 月  5 日

2027年  2 月  5 日

2027年  5 月  5 日

中途
加入

税理士・職員等のための災害割増特約付団体定期保険

日本税理士共済会の

税理士団体保障
ー募集のご案内ー

新規加入および増額申込み以降で、責任開始期までに告知に該当する事項が生じた場合には、
告知書の提出が必要となります。（詳細は「特に重要なお知らせ（注意喚起情報）」をご参照ください。）

新しい時代でも大切にしていきたい、税理士同士の“助け合い"新しい時代でも大切にしていきたい、税理士同士の“助け合い"

各制度の詳細は、同封のパンフレット・チラシをご覧ください。

税理士とその配偶者が加入できる

“ご夫婦の生命保障”

共済会だよりDM2026年3月号(B)  裏


